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担 鳥取労働局職業安定部職業対策課
課 長 平岡 富士男
課長補佐 花倉 隆

当 電話 ０８５７－２９－１７０８
鳥取労働局発表

平成22年11月 9日

「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は97.3%とさらに進展
～鳥取県における平成２２年６月１日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果～

鳥取労働局(局長 森田啓司)は、高年齢者を65歳まで雇用するための高年齢者雇用確保
もりたひろし

措置の実施状況など、平成22年「高年齢者の雇用状況」（６月１日現在）の集計結果をま

とめましたので、公表します。

年金の支給開始年齢引き上げを受け（平成25年４月から65歳）、「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律」では企業に「定年の廃止」や「定年引き上げ」、「継続雇用制度の導入」

のいずれかの措置
（注）

を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在の高年齢者の雇用状況を

提出することを求めています。

今回の集計結果は、この雇用状況報告を提出した「31人以上規模」の企業694社の状況

をまとめたものです。なお、この取りまとめでは、常時雇用する労働者が31人～300人規

模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。

《ポイント》

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は97.3％（前年比0.7ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）。

企業規模別でみると、「31人～300人」規模の中小企業は97.2％（同0.9ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）。

一方、「301人以上」の大企業は97.6％（同2.4ﾎﾟｲﾝﾄ低下）となっている。

２ 希望者全員が65歳まで働ける企業の状況

「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」の割合は45.7％（同1.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）。

企業規模別では、「31～50人」が54.1％(同1.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇)と最も多く、「51～300人」は

42.5％（同1.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）、「301人以上」は26.8％（同4.2ﾎﾟｲﾝﾄ低下）となっており、特

に中小企業での取り組みが進んでいる。

３ 「70歳まで働ける企業」の状況

「70歳まで働ける企業」の割合は15.6％（同2.9ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）。

企業規模別では、「31人～300人」の中小企業は16.1％（同3.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）で、「301人

以上」の大企業は7.3％（同4.6ﾎﾟｲﾝﾄ低下）となっている。

（注）定年の引き上げ、継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて平成25年4

月までに段階的に引き上げられ、平成22年4月1日に63歳から64歳になっている。
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＜今後の取り組み＞

鳥取労働局では平成22年度末を目途に、高年齢者雇用確保措置の定着を図るとともに、希望者

全員が65歳以上まで働ける企業の割合を50％、企業の実情に応じた何らかの仕組みで70歳まで働

ける企業の割合を20％とすることを目指し、次のような取り組みを進めていきます。

○高年齢者雇用確保措置をまだ実施していない企業に対し、労働局やハローワークを通じて個

別指導を行う。

○「希望者全員が65歳まで働ける制度」の導入に取り組むよう、企業に積極的に働きかける。

○「定年引上げ等奨励金」の活用などにより、「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。

【集計対象】

31人以上規模の企業 694社

中小企業（31～300人規模）：653社

（うち31～50人規模：246社、51～300人規模：407社）

大企業 （301人以上規模）： 41社
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鳥取県における平成２２年「高年齢者の雇用状況」集計結果

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

(1) 全体の状況

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。） の実施済み企業の割合は

97.3％（675社）（前年比0.7ポイントの上昇）、51人以上規模の企業で98.0%(439社)

（前年同水準）となっている。

一方、雇用確保措置を未実施である企業の割合は2.7％（19社）（同0.7ポイントの

低下）、51人以上規模の企業で2.0%(9社)（前年同水準）となっている。

平成22年４月１日より、雇用確保措置の義務年齢が63歳から64歳に引き上げられる

一方で、企業における雇用確保措置は着実に進展している（別表１）。

(2) 企業規模別の状況

雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では97.6％（40社）

（同2.4ポイントの低下）、中小企業では97.2％（635社)(同0.9ポイントの上昇)となっ

ている。大企業のほとんどが雇用確保措置を実施している一方で、中小企業では特に、

31～50人規模企業での実施割合の上昇が顕著である（別表２）。

(3) 雇用確保措置の上限年齢
雇用確保措置の上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の義務

年齢である64歳を上限年齢としている企業は9.9％（67社）(51人以上規模の企業で11.6
%(51社))となる一方、法の義務化スケジュールより前倒しして65歳以上を上限年齢とし
ている企業（定年の定めのない企業を含む。）は90.1％（608社）(同4.3ポイントの増加)
となっている（別表３－１）。
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(4) 雇用確保措置の内訳
雇用確保措置の実施済企業のうち、「定年の定めの廃止」により雇用確保措置を講

じている企業は3.1％（21社）(同1.1ポイントの上昇）、「定年の引上げ」により雇用

確保措置を講じている企業は13.0％（88社）(同2.0ポイントの低下)、「継続雇用制

度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は83.9％（566社）(同0.9ポイント

の上昇)となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度

により雇用確保措置を講じる企業の比率が増している（別表３－２）。

（5) 継続雇用制度の内訳
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（566社）のうち、希望
者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は41.3％（234社）(同1.7ポイン
トの低下)、対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定で定め、当該基準に基づく継
続雇用制度を導入している企業は47.9％（271社）(同5.4ポイントの上昇)、労使協定の
締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、法に基づく特例措置により就業規
則等で基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入している企業は10.8％(61社)
(同3.7ポイントの低下）となっている（別表３－３）。
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２ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業等について

(1) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況
希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は45.7％（317社）(同1.4ポイントの

上昇)となっている。
企業規模別に見ると、中小企業では46.9％(306社)(同1.7ポイント上昇)、大企業で

は26.8％(11社)（同4.2ポイントの低下）となっており、特に中小企業での取組が進
んでいる（別表４）。

(2)「70歳まで働ける企業」の状況
「70歳まで働ける企業」の割合は15.6％（108社）(同2.9ポイントの上昇)となって

いる。
企業規模別に見ると、中小企業では16.1％(105社)(同3.4ポイントの上昇)、大企業

では7.3％(3社)（同4.6ポイントの低下）となっている（別表５）。
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３ 定年到達者の動向
過去１年間の定年到達者（1,539人）のうち、継続雇用された者の数（割合）は1,049

人（68.2％）、継続雇用を希望したが基準に該当しないことにより離職した者は23人
（1.5％）、継続雇用を希望した者について見ると、継続雇用された者の割合は97.9％、
基準に該当しないことにより離職した者の割合は2.1％となっている。
また、継続雇用制度により雇用確保措置を講じている企業のうち、希望者全員を継続

雇用している企業では、過去１年間の定年到達者517人のうち、継続雇用された者の数
（割合）は420人（81.2％）となっている。基準該当者を継続雇用している企業では、
過去１年間の定年到達者917人のうち、継続雇用された者の数（割合）は554人（60.4％）、
継続雇用を希望したが基準に該当しないことにより離職した者は22人（2.4％）となっ
ている（別表６）。
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４ 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向

・ 31人以上規模における60歳～64歳の常用労働者数は5,610人(同14.2％増加）。51人
以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較すると、2,370人か
ら4,720人に増加(99.2％の増加)。

・ 31人以上規模における65歳以上の常用労働者数は1,789人(同5.6％増加）。51人以上
規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較すると、816人から1,486
人に増加(82.1％の増加)と、高年齢労働者は引き続き増加傾向にある（別表７）。

５ 今後の取組
(1) 雇用確保措置の定着に向けた取組

雇用確保措置は着実に進展しているが、未実施企業が19社あることから、引き続き、
労働局、ハローワークによる個別指導を強力に実施し、早期解消を図る。

(2) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の普及
平成25年度には、年金の支給開始年齢の定額部分が65歳に引き上げられ、報酬比例

部分の引き上げが始まることも踏まえ、60歳代前半の雇用確保を図るため、希望者全
員が65歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業に積極的に働きか
けを行う。

(3) 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発
少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の低下、団塊世代の65歳への到達等を踏ま

え、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」の活用等
により、65歳までの雇用確保を基盤として「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に
取り組む。
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　表１　雇用確保措置の実施状況
（社、％）

①実施済み ②未実施 ①＋②合計

31～300人
635 (605) 18 (23) 653 (628)

97.2% (96.3%) 2.8% (3.7%) 100.0% (100.0%)

31～50人
236 (208) 10 (14) 246 (222)

95.9% (93.7%) 4.1% (6.3%) 100.0% (100.0%)

51～300人
399 (397) 8 (9) 407 (406)

98.0% (97.8%) 2.0% (2.2%) 100.0% (100.0%)

301人以上
40 (42) 1 (0) 41 (42)

97.6% (100.0%) 2.4% (0.0%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

675 (647) 19 (23) 694 (670)

97.3% (96.6%) 2.7% (3.4%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

439 (439) 9 (9) 448 (448)

98.0% (98.0%) 2.0% (2.0%) 100.0% (100.0%)

（注）(　)内は、平成２１年６月１日現在の数値。表１～５において同じ。

　表２　規模別・産業別実施状況
（％）

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

31～50人 95.9% (93.7%) 4.1% (6.3%)

51～100人 98.0% (98.0%) 2.0% (2.0%)

101～300人 98.1% (97.3%) 1.9% (2.7%)

301～500人 95.2% (100.0%) 4.8% (0.0%)

501～1,000人 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%)

1,001人以上 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%)

合　　　計 97.3% (96.6%) 2.7% (3.4%)

産
業
別

31人以上 51人以上 31人以上 51人以上

農、林、漁業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - -

建設業 100.0% (97.3%) 100.0% (100.0%) 0.0% (2.7%) 0.0% (0.0%)

製造業 97.8% (96.2%) 98.3% (97.5%) 2.2% (3.8%) 1.7% (2.5%)

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

情報通信業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

運輸、郵便業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

卸売業、小売業 96.2% (98.4%) 97.9% (97.8%) 3.8% (1.6%) 2.1% (2.2%)

金融業、保険業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

不動産業、物品賃貸業 100.0% (85.7%) 100.0% (100.0%) 0.0% (14.3%) 0.0% (0.0%)

学術研究、専門・ 90.0%技術サービス業 (100.0%) 80.0% (100.0%) 10.0% (0.0%) 20.0% (0.0%)

宿泊業、飲食サービス業 96.6% (90.3%) 94.7% (91.3%) 3.4% (9.7%) 5.3% (8.7%)

生活関連サービス業、娯楽業 96.3% (95.2%) 100.0% (100.0%) 3.7% (4.8%) 0.0% (0.0%)

教育、学習支援業 85.7% (89.5%) 92.9% (100.0%) 14.3% (10.5%) 7.1% (0.0%)

医療、福祉 97.3% (97.1%) 97.6% (98.8%) 2.7% (2.9%) 2.4% (1.2%)

複合サービス事業 90.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 10.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

サービス 100.0%業（他に分類されないもの） (94.4%) 100.0% (96.9%) 0.0% (5.6%) 0.0% (3.1%)

公務・その他 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

合　　計 97.3% (96.6%) 98.0% (98.0%) 2.7% (3.4%) 2.0% (2.0%)
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　表３－１　雇用確保措置実施企業における上限年齢の内訳
（社、％）

①65歳以上
（含定年制なし）

②64歳
（Ｈ21年は63～64歳）

①＋②合計

31～300人
572 (522) 63 (83) 635 (605)
90.1% (86.3%) 9.9% (13.7%) 100.0% (100.0%)

31～50人
220 (185) 16 (23) 236 (208)
93.2% (88.9%) 6.8% (11.1%) 100.0% (100.0%)

51～300人
352 (337) 47 (60) 399 (397)
88.2% (84.9%) 11.8% (15.1%) 100.0% (100.0%)

301人以上
36 (33) 4 (9) 40 (42)

90.0% (78.6%) 10.0% (21.4%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

608 (555) 67 (92) 675 (647)

90.1% (85.8%) 9.9% (14.2%) 100.0% (100.0%)
51人以上

総計
388 (370) 51 (69) 439 (439)
88.4% (84.3%) 11.6% (15.7%) 100.0% (100.0%)

　表３－２　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

①定年の定めの廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 ①＋②＋③合計

31～300人
21 (13) 87 (93) 527 (499) 635 (605)
3.3% (2.1%) 13.7% (15.4%) 83.0% (82.5%) 100.0% (100.0%)

31～50人
16 (9) 48 (50) 172 (149) 236 (208)
6.8% (4.3%) 20.3% (24.0%) 72.9% (71.7%) 100.0% (100.0%)

51～300人
5 (4) 39 (43) 355 (350) 399 (397)

1.2% (1.0%) 9.8% (10.8%) 89.0% (88.2%) 100.0% (100.0%)

301人以上
0 (0) 1 (4) 39 (38) 40 (42)

0.0% (0.0%) 2.5% (9.5%) 97.5% (90.5%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

21 (13) 88 (97) 566 (537) 675 (647)
3.1% (2.0%) 13.0% (15.0%) 83.9% (83.0%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

5 (4) 40 (47) 394 (388) 439 (439)

1.1% (0.9%) 9.1% (10.7%) 89.8% (88.4%) 100.0% (100.0%)

　表３－３　継続雇用制度の内訳
（社、％）

①希望者全員
②基準該当者

①＋②合計
労使協定 就業規則等

31～300人
222 (218) 244 (203) 61 (78) 527 (499)

42.1% (43.7%) 46.3% (40.7%) 11.6% (15.6%) 100.0% (100.0%)

31～50人
80 (75) 65 (43) 27 (31) 172 (149)

46.5% (50.3%) 37.8% (28.9%) 15.7% (20.8%) 100.0% (100.0%)

51～300人
142 (143) 179 (160) 34 (47) 355 (350)

40.0% (40.9%) 50.4% (45.7%) 9.6% (13.4%) 100.0% (100.0%)

301人以上
12 (13) 27 (25) 0 (0) 39 (38)

30.8% (34.2%) 69.2% (65.8%) 0.0% (0.0%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

234 (231) 271 (228) 61 (78) 566 (537)

41.3% (43.0%) 47.9% (42.5%) 10.8% (14.5%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

154 (156) 206 (185) 34 (47) 394 (388)

39.1% (40.2%) 52.3% (47.7%) 8.6% (12.1%) 100.0% (100.0%)
※　301人以上規模の企業においては、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定めることができる
とする経過措置は平成21年３月31日が終期となっていることから、就業規則で基準を定めている企業（1社）については、雇用確保
措置未実施企業とみなされるため、本欄には計上されていない。
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表４　65歳以上まで希望者全員が働ける企業の状況
（社、％）

合計
報告した全ての企

業定年の定めなし 65歳以上定年
希望者全員
65歳以上
継続雇用

31～300人
21 (13) 76 (69) 209 (202) 306 (284) 653 (628)

3.2% (2.1%) 11.6% (11.0%) 32.0% (32.2%) 46.9% (45.2%) 100.0% (100.0%)

31～50人
16 (9) 42 (38) 75 (70) 133 (117) 246 (222)

6.5% (4.1%) 17.1% (17.1%) 30.5% (31.5%) 54.1% (52.7%) 100.0% (100.0%)

51～300人
5 (4) 34 (31) 134 (132) 173 (167) 407 (406)

1.2% (1.0%) 8.4% (7.6%) 32.9% (32.5%) 42.5% (41.1%) 100.0% (100.0%)

301人以上
0 (0) 1 (1) 10 (12) 11 (13) 41 (42)

0.0% (0.0%) 2.4% (2.4%) 24.4% (28.6%) 26.8% (31.0%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

21 (13) 77 (70) 219 (214) 317 (297) 694 (670)

3.0% (1.9%) 11.1% (10.4%) 31.6% (31.9%) 45.7% (44.3%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

5 (4) 35 (32) 144 (144) 184 (180) 448 (448)

1.1% (0.9%) 7.8% (7.1%) 32.1% (32.1%) 41.1% (40.2%) 100.0% (100.0%)

表５　「70歳まで働ける企業」の状況
（社、％）

合計
報告した全ての

企業定年の定めなし 70歳以上定年

継続雇用制度

希望者全員
70歳以上

基準該当者
70歳以上

その他の制度で70歳
以上

31～300人
21 (13) 6 (3) 17 (12) 41 (43) 20 (9) 105 (80) 653 (628)

3.2% (2.1%) 0.9% (0.5%) 2.6% (1.9%) 6.3% (6.8%) 3.1% (1.4%) 16.1% (12.7%) 100.0% (100.0%)

31～50人
16 (9) 3 (1) 12 (6) 18 (21) 10 (5) 59 (42) 246 (222)

6.5% (4.1%) 1.2% (0.4%) 4.9% (2.7%) 7.3% (9.5%) 4.1% (2.2%) 24.0% (18.9%) 100.0% (100.0%)

51～300人
5 (4) 3 (2) 5 (6) 23 (22) 10 (4) 46 (38) 407 (406)

1.2% (1.0%) 0.7% (0.5%) 1.2% (1.5%) 5.7% (5.4%) 2.5% (1.0%) 11.3% (9.4%) 100.0% (100.0%)

301人以上
0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 1 (2) 3 (5) 41 (42)

0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 4.9% (7.1%) 2.4% (4.8%) 7.3% (11.9%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

21 (13) 6 (3) 17 (12) 43 (46) 21 (11) 108 (85) 694 (670)

3.0% (1.9%) 0.9% (0.5%) 2.5% (1.8%) 6.2% (6.9%) 3.0% (1.6%) 15.6% (12.7%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

5 (4) 3 (2) 5 (6) 25 (25) 11 (6) 49 (43) 448 (448)

1.1% (0.9%) 0.7% (0.5%) 1.1% (1.3%) 5.6% (5.6%) 2.5% (1.3%) 11.0% (9.6%) 100.0% (100.0%)

※「その他の制度で７０歳以上」とは、希望者全員や基準該当者を７０歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて
何らかの仕組みで７０歳以上まで働くことができる制度がある場合を指す。
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 表６　定年到達者の状況
（人、％）

定年到達者
総数

継続雇用
の終了によ
る離職者

定年による離職者数
（継続雇用を希望し

ない者）

継続雇用を
希望した者 継続雇用者

継続雇用を希望した
が基準に該当しない

ことによる離職者

31人以上規模
企業合計

1,539人 467人 30.3% 1,072人 

69.7%

1,049人 

68.2%

23人 

1.5%

211人 

(100%) (97.9%) (2.1%)

希望者全員の継
続雇用制度により
確保措置を講じて
いる企業

517人 97人 18.8% 420人 

81.2%

420人 

81.2%

0人 

0.0%

56人 

(100%) (100.0%) (0.0%)

基準該当者の継
続雇用制度により
確保措置を講じて
いる企業

917人 341人 37.2% 576人 

62.8%

554人 

60.4%

22人 

2.4%

149人 

(100%) (96.2%) (3.8%)

（注）括弧内は継続雇用を希望した者に占める割合。平成22年6月1日時点では定年制がなかった場合や希望者全員の継続雇用
制度を設けていた企業でも、過去1年間においてそうでなかった場合には定年退職者や基準非該当離職者が生じていた場合もあ
る。

 表７　年齢別常用労働者数
（人）

年齢計 60～64歳 65歳以上

5
1
人
以
上

規
模
企
業

平成17年 65,543人 (100.0) 2,370人 (100.0) 816人 (100.0)

平成18年 65,638人 (100.1) 2,310人 (97.5) 951人 (116.5)

平成19年 67,105人 (102.4) 2,930人 (123.6) 1,113人 (136.4)

平成20年 70,645人 (107.8) 3,769人 (159.0) 1,251人 (153.3)

平成21年 69,524人 (106.1) 4,225人 (178.3) 1,456人 (178.4)

平成22年 70,080人 (106.9) 4,720人 (199.2) 1,486人 (182.1)

3
1
人
以
上

規
模
企
業

平成21年 78,333人 (100.0) 4,914人 (100.0) 1,694人 (100.0)

平成22年 79,931人 (102.0) 5,610人 (114.2) 1,789人 (105.6)

（注）括弧内は平成17年を100とした場合の比率（31人以上は平成21年を100とした場合の比率）
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